
“いじめ”事案の発生時における対応マニュアル 

                           さいたま市立岩槻中学校 

 

              事 案 発 生 

 

 

              報  告   

事案受理者 ⇒  管理職；校長（教頭） 

☆第一報（５Ｗ１Ｈ） 

・事案関係者氏名 

・事案発生時の日時及び場所 

・事案の概要 
 

☆第二報 

・事案の発生原因から時系列で 

詳細に報告 

 

 

 

 

 

 

 

事案対策本部    （全教職員で組織的な対応）          いじめ対策委員会との連携 

 

事実の確認・整理  今後の対応の決定 

   役割分担の確認   関係機関との連絡       市 教 委 と の 連 携 

                              

 

 

            事案の分析          

                            市教委に報告書の提出 

報道対応 

窓口一本化 

（管理職） 

 

            再発防止の取組               関係機関との継続的な連携 


